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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 11月 8日 (2006.11.8)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 、 第 一 及 び 第 二 の 装 置 に 接 続 さ れ た パ ケ ッ ト 転 送 装 置 で あ っ て 、
上 記 第 一 の 装 置 か ら 送 信 さ れ た パ ケ ッ ト を 受 信 し 、 上 記 第 二 の 装 置 へ パ ケ ッ ト を 送 信 す る
パ ケ ト 入 出 力 部 と 、
上 記 受 信 し た パ ケ ッ ト 内 の 情 報 か ら 、 上 記 第 二 の 装 置 が 上 記 パ ケ ッ ト を 受 信 し た 場 合 に 、
上 記 第 二 の 装 置 か ら 上 記 第 一 の 装 置 へ 送 信 さ れ る デ ー タ の 量 を 解 析 す る パ ケ ッ ト 解 析 部 と
、
上 記 パ ケ ッ ト を 保 持 す る 記 憶 装 置 と 、
上 記 パ ケ ッ ト を 記 憶 装 置 に 書 き 込 む パ ケ ッ ト 処 理 部 と 、
上 記 解 析 さ れ た デ ー タ の 量 に 応 じ て 、 上 記 保
持 さ れ た パ ケ ッ ト の 上 記 第 二 の 装 置 へ の 送 信 を 制 御 す る 転 送 制 御 部 と を 備 え

【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 転 送 制 御 部 は 、 上 記 第 二 の 装 置 か ら 上 記 第 一 の 装 置 へ 送 信 さ れ る デ ー タ に よ る ト ラ
フ ィ ッ ク 量 が 予 め 定 め ら れ た 帯 域 以 上 に な ら な い よ う に 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 記 載 の パ ケ ッ ト 転 送 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 上 記 転 送 制 御 部 は 、 上 記 パ ケ ッ ト を 上 記 第 二 の 装 置 へ 出 力 す る 時 刻 を 制 御 す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の パ ケ ッ ト 転 送 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 上 記 入 出 力 部 は 、 上 記 第 一 の 装 置 を 含 め た 複 数 の 装 置 か ら そ れ ぞ れ 送 信 さ れ た 複 数 の パ
ケ ッ ト を 入 力 し 、
　 上 記 転 送 制 御 部 は 、 上 記 複 数 の パ ケ ッ ト か ら 一 の パ ケ ッ ト を 選 択 し 、 上 記 選 択 さ れ た 一
の パ ケ ッ ト を 優 先 し て 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の パ ケ ッ ト 転 送 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】

と 上 記 パ ケ ッ ト を 送 信 し た ユ ー ザ の 保 証 帯 域

上 記 パ ケ ッ ト 処 理 部 は 入 力 さ れ た パ ケ ッ ト が 上 記 第 二 の 装 置 に デ ー タ の 送 信 を 要 求 す る パ
ケ ッ ト か ど う か を 判 定 し 、
　 上 記 パ ケ ッ ト 解 析 部 で は 、 該 パ ケ ッ ト 処 理 部 で 上 記 第 二 の 装 置 に デ ー タ の 転 送 を 要 求 す
る パ ケ ッ ト と 判 定 さ れ た パ ケ ッ ト に 対 し て の み 上 記 解 析 を 行 う こ と を 特 徴 と す る パ ケ ッ ト
転 送 装 置 。



　 上 記 パ ケ ッ ト 処 理 部 は 、 上 記 保 持 さ れ た パ ケ ッ ト を 複 数 個 に 分 割 し て 送 信 す る パ ケ ッ ト
分 割 部 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の パ ケ ッ ト 転 送 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 上 記 分 割 さ れ た 複 数 個 の パ ケ ッ ト は そ れ ぞ れ 、 該 分 割 さ れ た パ ケ ッ ト を 受 信 し た 上 記 第
二 の 装 置 か ら 上 記 第 一 の 装 置 に 送 信 さ れ る デ ー タ の 量 が 、 上 記 分 割 さ れ る 前 の パ ケ ッ ト を
受 信 し た 場 合 に 上 記 第 二 の 装 置 か ら 上 記 第 一 の 装 置 に 送 信 さ れ る デ ー タ の 量 よ り も 少 な く
な る よ う に 分 割 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の パ ケ ッ ト 転 送 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 上 記 分 割 さ れ た 複 数 個 の パ ケ ッ ト は そ れ ぞ れ 、 該 分 割 さ れ た パ ケ ッ ト を 受 信 し た 上 記 第
二 の 装 置 か ら 上 記 第 一 の 装 置 に 送 信 さ れ る デ ー タ の 量 が 、 予 め 設 定 さ れ た 上 限 値 を 超 え な
い よ う に 分 割 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の パ ケ ッ ト 転 送 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
第 一 及 び 第 二 の ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ 、 該 第 一 の ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 送 信 元 の 装 置 か ら 送
信 さ れ た パ ケ ッ ト を 、 該 第 二 の ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 送 信 先 の 装 置 へ 転 送 可 能 な パ ケ ッ ト 転 送
装 置 で あ っ て 、
　 第 一 イ ン タ フ ェ ー ス と 、
　 第 二 乃 至 第 四 の イ ン タ フ ェ ー ス の う ち 少 な く と も い ず れ か 一 の イ ン タ フ ェ ー ス と 、 上 記
イ ン タ フ ェ ー ス の そ れ ぞ れ と 接 続 さ れ た ス イ ッ チ 部 と を 備 え 、
　 上 記 第 一 の イ ン タ フ ェ ー ス は 、
上 記 第 一 の ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ た イ ン タ フ ェ ー ス で あ っ て 、
上 記 送 信 元 の 装 置 か ら 上 記 送 信 先 の 装 置 へ 送 信 さ れ た 第 一 の プ ロ ト コ ル の パ ケ ッ ト を 送 受
信 す る 入 出 力 部 と 、
上 記 第 一 の プ ロ ト コ ル の パ ケ ッ ト の 転 送 処 理 を 行 う 転 送 処 理 部 と 、
　 上 記 受 信 し た パ ケ ッ ト 内 の 情 報 か ら 、 上 記 送 信 先 の 装 置 が 上 記 パ ケ ッ ト を 受 信 し た 場 合
に 、 上 記 送 信 先 の 装 置 か ら 該 パ ケ ッ ト の 送 信 元 の 装 置 へ 送 信 さ れ る デ ー タ 量 を 解 析 す る パ
ケ ッ ト 解 析 部 と 、
　 上 記 受 信 し た 第 一 の プ ロ ト コ ル の パ ケ ッ ト を 保 持 す る 記 憶 部 と 、
　 上 記 解 析 さ れ た デ ー タ の 量 に 応 じ て 、 上 記
保 持 さ れ た パ ケ ッ ト の 上 記 送 信 先 へ の 送 信 を
制 御 す る 転 送 制 御 部 を 有 し 、
　 上 記 第 二 の イ ン タ フ ェ ー ス は 、
　 上 記 第 一 の ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ た イ ン タ フ ェ ー ス で あ っ て 、
　 上 記 送 信 元 の 装 置 か ら 上 記 送 信 先 の 装 置 へ 送 信 さ れ た 第 二 の プ ロ ト コ ル の パ ケ ッ ト を 送
受 信 す る 入 出 力 部 と 、
　 上 記 第 二 の プ ロ ト コ ル の パ ケ ッ ト の 転 送 処 理 を 行 う 転 送 処 理 部 と を 有 し 、
　 上 記 第 三 の イ ン タ フ ェ ー ス は 、
　 上 記 第 二 の ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ た イ ン タ フ ェ ー ス で あ っ て 、
　 上 記 送 信 元 の 装 置 か ら 上 記 送 信 先 の 装 置 へ 送 信 さ れ た 第 一 又 は 第 二 の プ ロ ト コ ル の パ ケ
ッ ト を 送 受 信 す る 入 出 力 部 と 、
上 記 第 一 又 は 第 二 の プ ロ ト コ ル の パ ケ ッ ト を 第 三 の プ ロ ト コ ル の パ ケ ッ ト に 変 換 す る 変 換
部 と 、
上 記 第 三 の プ ロ ト コ ル に 変 換 さ れ た パ ケ ッ ト の 転 送 処 理 を 行 う 転 送 処 理 部 と を 有 し 、
上 記 第 四 の イ ン タ フ ェ ー ス は 、
上 記 第 二 の ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ た イ ン タ フ ェ ー ス で あ っ て 、
上 記 送 信 元 の 装 置 か ら 上 記 送 信 先 の 装 置 へ 送 信 さ れ た 第 一 又 は 第 二 の プ ロ ト コ ル の パ ケ ッ
ト を 送 受 信 す る 入 出 力 部 と 、
上 記 第 一 又 は 第 二 の プ ロ ト コ ル の パ ケ ッ ト の 転 送 処 理 を 行 う 転 送 処 理 部 と を 有 し 、
上 記 ス イ ッ チ 部 は 、
上 記 イ ン タ フ ェ ー ス 間 で 転 送 さ れ る パ ケ ッ ト の 入 出 力 先 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る パ ケ
ッ ト 転 送 装 置 。
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と 上 記 パ ケ ッ ト を 送 信 し た ユ ー ザ の 保 証 帯 域



【 請 求 項 ９ 】
　 上 記 第 一 の プ ロ ト コ ル は iSCSIで あ り 、 上 記 第 二 の プ ロ ト コ ル は TCP／ IPで あ り 、 上 記 第
三 の プ ロ ト コ ル は フ ァ イ バ チ ャ ネ ル で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ の パ ケ ッ ト 転 送 装 置
。
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